






私たちの共有財産：共用部分と専用使用部分
日々の生活を支えるこれらの空間は、皆さんで大切に使いましょう。

みんなの共用部分(Common Areas) あなただけの共用部分(Exclusive・Use Areas)

目

廊下•階段エレベーター 駐車塌

集会室 ゴミ集積場

隹

対象：玄閥ホール、廊下、階段、エレベーター、集会室、駐車場,ゴミ集 

積端など。(規施第8純別表1)
ルール：

•廊下や階段に私物を置くことは禁止されています。避離経！珞の確保と 

美観維搏にご協力ください。(使用細則第6条)

•エレベーターの利用マナーを守りましょう。(使用細則第2条)

バルコニー、ルーフパルコニー、専用庭は,共用部分ですが、特定の住戸

の方が専用で使う権利が認められています。(規約第14条)

責任：日常的な清掃や管理は、使用者の責任で行ってください。

禁止事項：物置の設置や、避難の妨げになるものを置くことはできません。

専用使用科：一部の住戸には、月額の使用料がかかります。(規約別表3)
   - 1

専用庭

ルーフバルコニー

対象住戸

101, 号室

1103,1004,905,806,707号室

月顕使用科 

¥100 
¥200 

¥1,000
扁 NotebookLM

102,103,104,105,106号室



駐車場•駐輪場の利用ルール
敷地内の駐車•駐輪には、定められたルールと使用料があります。

自動車駐車場(Car Parking)
* 台数：71台(屋外)

* 月額便用料：5,000円(規約別表3)
* 利用：契約が必要です。空き状況は管理組合にご確認ください6 (規約第15条)

バイク置場(Motorcycle Parking)【2023年料金改定】
* 利用：届出と所定の場所への駐輪が必要です。
* 月額使用料：(バイク置場使用細則第5条)

。小型バイク(125cc以下)：1,000円
口中型バイク(125cc超〜400cc以下)：2,000円
。大型バイク(4008超)：3,000円

自転車置場(Bicycle Parking)【2024年料金改定】

* 利用：賞録制ですQ交付されるステッカーを自転車に貼ってください。(自転車置場使用細則第5条)

* 月領便用料：屋内200円、屋外500円、(自転車置場使用細則第4条)

* 注意：ステッカーのない自転車は、放置自転車とみなされ処分される場合があります0
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